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特別寄稿  

環境省水素実証事業を活かした地域での水素利活用について 

―カーボンニュートラルな時代に向けて― 
 

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室  

室長補佐  大谷  直人  

 

1 はじめに 

菅総理が 2020 年 10 月 26 日の所信

表明演説で「我が国は、2050 年カー

ボンニュートラルの実現を目指す」と

宣言した。以降、メディアでも多数取

り上げられ、我が国の温暖化対策に大

きな変革をもたらしている。10 月 30

日の地球温暖化対策推進本部にて、菅

総理から小泉環境大臣に、新たな地域

の創造や国民のライフスタイルの転換

など、カーボンニュートラルへの需要

を創出する経済社会の変革や、国際的

な発信に取り組むこと、さらには全閣

僚が、成長戦略会議や、国と地方で検

討する新たな場、こうしたところにお

いて議論を重ね、地球温暖化対策計

画、エネルギー基本計画、パリ協定に

基づく長期戦略の見直しを加速するよ

う指示された。 

国会でも衆議院で 11 月 19 日に、参

議院では 11 月 20 日に、それぞれ「気

候非常事態宣言」が全会一致で決議さ

れるなど、脱炭素社会の実現に向けた

動きが加速化している。 

 

2 カーボンニュートラルに向けて 

2021 年４月 22 日には、地球温暖化

対策推進本部にて「2050 年目標と整

合的で、野心的な目標として、2030

年度に、温室効果ガスを 2013 年度か

ら 46 パーセント削減することを目指

す。さらに、50 パーセントの高みに

向けて、挑戦を続けていく。」ことが

示された。この、46 パーセント削減

は、これまでの目標を 7 割以上引き上

げるものであり、決して容易なもので

はないが、世界のものづくりを支える

国として、次の成長戦略にふさわし

い、トップレベルの野心的な目標を掲

げることで、世界の議論をリードして

いくことを明確にし、同日、米国が主

催した「気候変動サミット」におい

て、世界に発信してきたところであ

る。 

また、2021 年５月 26 日には、地球

温暖化対策推進法の改正案が成立し

た。基本理念に 2050 年までのカーボ

ンニュートラルの実現を明記し、国の

政策の継続性が高まり、国民や自治

体、事業者などはより確信を持って地

球温暖化対策の取組を加速できるよう

になった。 

同法の改正では、地方創生につなが

る再エネ導入を促進や企業の温室効果

ガス排出量情報のオープンデータ化を

進め、企業の脱炭素に向けた前向きな

取組が評価されやすい環境を整備して

いく。 

今後は、目標の達成に向け、具体的

な施策を着実に実行していくことで、

経済と環境の好循環を生み出し、力強

い成長を作り出していくことが重要で

ある。具体には、再エネなど脱炭素電

源の最大限の活用や、投資を促すため

の刺激策、地域の脱炭素化への支援、

グリーン国際金融センターの創設、さ

らには、アジア諸国を始めとする世界

の脱炭素移行への支援などあらゆる分

野で、できうる限りの取組を進め、経

済・社会に変革をもたらすこととして

いる。 
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図 1 我が国の温室効果ガス削減の中期目標と長期目標  

 

 
 

図 2 地域温暖化対策推進法の改正  
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3 国・地方脱炭素実現会議  

2050 年までに二酸化炭素排出実質

ゼロを表明した自治体は、2019 年９

月には、４自治体であったが、2021

年６月１日の時点で 396 の自治体で表

明いただけるなど地域での脱炭素に向

けた動きも加速している。 

先に触れた「国と地方で検討を行う

新たな場」については、「国・地方脱

炭素実現会議」として内閣官房に設置

され、2020 年 12 月 25 日に第一回が

開催された。地域の脱炭素に深く関係

する主体からのヒアリングも重ね、国

と地方の協働・共創による地域におけ

る 2050 年脱炭素社会の実現に向け

て、特に地域の取組と密接に関わる

「暮らし」「社会」分野を中心に、国

民・生活者目線での 2050 年脱炭素社

会実現に向けたロードマップ及びそれ

を実現するための関係府省・自治体等

の連携の在り方等について検討し、

2021 年６月９日に議論の取りまとめ

を行ってきた。 

2050 年脱炭素社会実現に向けたロ

ードマップ（脱炭素で、かつ持続可能

で強靭な活力ある地域社会を実現する

行程）では、「①適用可能な最新技術

で出来る重点対策を全国で実施」「②

2050 年に向けた地域の脱炭素ドミノ

の拡大」を 2025 年までの５年の集中

期間に制作を総動員して行うこととし

ております。ロードマップの内容のう

ち、直ちにできることは直ちに実践し

ていくとともに、地球温暖化対策計

画、長期戦略や成長戦略実行計画、温

暖化対策法に基づく地方公共団体実行

計画等、そのほか法制度などの各種施

策に反映しつつ、国・自治体・地域企

業等が一丸となって速やかに実践に移

すこととしている。 

 

 
 

図 3 国・地方脱炭素実現会議の概要  
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4 環境省における水素事業  

水素は、利用時に二酸化炭素を排出
しないことから、これらカーボンニュ
ートラルの取組みに必要不可欠とされ
る。製造時にも再エネを活用すること
で、さらに CO2 を削減することができ
る。また、近年の大規模災害等におい
て、系統電力が受電できないなどであ
っても、貯めておいた水素により自立
的に電気と熱を供給することも可能で
あるため、その期待は日に日に高まっ
ている。 

環境省では、これらの水素特性を活
かし、地域で作った水素を、貯蔵、運
搬し、地域で利用するといったサプラ
イチェーン事業を 2015 年から実施し
てきた。当初は、水素サプライチェー

ンの構築が可能かどうかを実証すべ

く、各自治体と企業の協力により技術
的な実証を行ってきた。各地域で実施
する事業は、「つくる」「ためる・は
こぶ」「つかう」それぞれに地域の特
性を活かした実証となっている。これ
らの実証を実施していく中で、技術的
に水素サプライチェーンを構築するこ
とは可能だが、普及にはコストが課題
であることも分かってきた。実証内容
をさらに充実させるため、既存のイン
フラを使うことに重点を置いた新たな

実証事業を 2020 年度から２地域で開
始し、先行の事業と合わせこれまで、
10 地域で水素実証事業を実施してき
た。 

 

 
 

図 4 環境省における水素サプライチェーン実証事業  
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図 5 地域サプライチェーン概要  

 

これらの実証事業においては、実証
事業者と地元自治体、有識者をメンバ
ーとした検討委員会で実証の進捗や、
地元自治体事業とのかかわり、実証終
了後の横展開などにつき、様々な視点
から議論し、進めている。 

 
5 実証事業を通じた水素事業の展開

について 
水素エネルギーの活用にあたっての

CO2 削減効果について、燃料として利

用する際の効果のみならず、水素製造
から利用まで一連の水素サプライチェ
ーンに置いて、温室効果ガスの削減効
果を有することを確認することが重要
である。そこで、水素サプライチェー
ン全体における温室効果ガスの削減効
果算定にあたって「再生可能エネルギ
ー及び水素エネルギー等の温室効果ガ
ス削減効果に関する LCA ガイドライ
ン」を策定し公表している。ガイドラ
インでは、削減効果を既存のエネルギ

ーを用いた場合と水素エネルギーを用
いた場合の温室効果ガスの排出量の差
分から算定するものとしている。 

本ガイドラインによる算定を支援す
るために、「水素サプライチェーンに
おける温室効果ガス削減効果計算ツー
ル」を作成し、活用いただけるように
している。ツールでは水素製造、輸
送、供給、利用に関する技術を選択す
ることで、水素供給コストおよび温室
効果ガス削減効果が自動で算定でき

る。 
これらは、環境省のホームページ

（https://www.env.go.jp/seisaku/li

st/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-
sc/support-tool/）からダウンロード
できるようにするとともに、地域サプ
ライチェーン実証事業の関係者に対し
てガイドライン適用についてのヒアリ
ングを実施し、LCA ガイドライン等の
改良も行っている。 

これらも活用し地域サプライチェー
ン実証事業間における CO2 削減効果や
水素供給コストの検討支援や将来の水
素サプライチェーンの普及展開モデル

の検討支援も行っている。 
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図 6 カーボンニュートラルに向けた水素導入の課題とその解決
 
6 おわりに 

カーボンニュートラル達成に向け
て、水素は必要不可欠なピースである
と認識している。しかしながら、これ
までの水素サプライチェーン実証事業
における結果や考察からも、大きな課
題としてコストと水素需要の拡大とい
う２点が挙げられる。これらの課題に
対応するために、環境省としては、①
更なる需要の拡大、②水素への移行期
における取組の検討、③インセンティ
ブ付与等が必要であると考えている。  

つまり、①需要の拡大には、水素供
給コストの低減として量産化や規模の
拡大により単位コストの低減ととも
に、施設稼働率の向上が必要である。
しかしながら、これらのボトルネック
は、需要が少ないことであり、モビリ
ティ等、商用化アプリの普及拡大が必
要である。先にも述べたが、水素利活
用に対する不安が地域にある場合もあ
る。地域の理解醸成は当然のことであ

り、不安解消をはじめとする取り組み

が必要である。 
②水素社会の実現に向けた動きが活

発になる中で、移行期とされる期間に
は、化石燃料と水素の両方を燃料種と
するアプリケーションの支援や短期的
な目線で成立しうる事業モデルの検討
が必要である。 

③水素は、水素源によってエネルギ
ーの供給以外にも CO2 排出削減、電力
の需給調整、BCP や経済波及効果等付
加価値の検討も効果的と考える。さら

に各水素源がどのような価値を有し、
これらの価値をどのように顕在化して
いくかを検討していくことも必要と考
えている。 

最後に環境省の取組みは、各ステー
クホルダーの理解と取組があってのも
のであって、更に関係の皆さまのご理
解、ご協力を得ながら、来るべきカー
ボンニュートラルな水素社会につなげ
ていきたいと考えている。 

(2021 年 6 月 14 日 受理) 

 


